
ボランティア活動を行いました。
シルバー人材センターでは、全国的に毎年10月を「普及啓発促進月間」とし、シルバー事業を

多くの方に周知していただけるように、ボランティア活動を行っております。

当センターでも会員の皆さんのご協力をいただいて、各地域で草刈、清掃作業を行いました。

11月

西彼地区 10月16日（金）西彼多目的公園

10月1５日（木）大瀬戸尻久砂里海浜公園及び白浜バス停周辺

西海・大崎地区 10月16日（金）西海市社会福祉協議会本所周辺

大瀬戸地区

令和2年11月 1日 発行

今後ともボランティア活動を通じて、地域社会に貢献し、市民の皆様に親しまれる

シルバー人材センターを目指していきたいと思います。

ご参加いただきました会員の皆さん、ご協力ありがとうございました。



周辺

一人ひとりができる

新型コロナウイルス感染症対策は？

（出典：首相官邸ホームページより）

「密閉」「密集」「密接」しないように、「ゼロ密」を目指しましょう。

当センターでは就業上の災害について、

次のような保険に加入しています。

１．団体傷害保険・熱中症危険補償

・就業中または就業先への往復中の事故

に適用（ただし、通常の経路を外れた場合

は除く）

・熱中症の場合も傷害保険と同様の保険金

が支払われます。

死亡保険料…６００万円

入院保険料…５，０００円／日

通院保険料…３，０００円／日

２．賠償責任保険

・会員が他人の身体、財産に損害を与えた

場合に適用

対人賠償…３，０００万円

対物賠償…１，０００万円

免 責…１０，０００円

令和2年度から令和4年度までの

3年間、このスローガンを掲げて、

安全就業を心がけましょう。

シルバー保険について 安全就業スローガン

全国統一スローガン

「いつまでも

働く喜び 無事故から」

西海市シルバー人材センター会員作品

「安全就業は

日々の 健康管理から」


